
令和６年度 新任訪問介護員研修Ⅱ 

『訪問介護における基本的な介護技術について』 
実施要領 

 

１．目  的  訪問介護サービスを円滑に進めていくための基礎的な知識や技術の習得を目的と

する。 

 

２．主  催  社会福祉法人福島県社会福祉協議会（福島県委託） 

 

３．日  時  令和６年８月８日(木) １０時５０分～１５時３０分(昼食休憩 1ｈ) 

              

４．会  場  福島県男女共生センター ４階 第２研修室、介護実習室(別紙会場案内参照) 

         〒９６４-０９０４ 福島県二本松市郭内一丁目１９６-１ 

          ℡ (０２４３)２３-８３０１(代)  FAX (０２４３)２３-８３１２ 

 

５．受講対象  県内において訪問介護事業に直接従事する訪問介護員で、新規採用または経験年数

１年未満程度の方。 

 

６．定  員  ８０名  

 

７．プログラム  

時 間 研修内容 講 師 

10:30～10:50 受付 ※第２研修室（４階）へお越しください。  

10:50～11:00 開会・オリエンテーション  

11:00～15:30 
 

(昼食休憩1H) 

【講義・実習】 

「訪問介護における基本的な介護技術について」 

通院通所困難で自宅にいる高齢者、退院退所後自宅生活

で介助を要する、日常生活能力の低下、生活動作の練習

が必要な高齢者への介護・介助方法等の講義と実習を予

定しています。 

☆ヘルパーが出来る事についての実践 

 ・体位変換(ベッド上など) 

・移乗・移動(通院・外出) 

 ・食事介助、服薬介助、起床・就寝 

・物品の紛失や破損を防ぐ 

・事故防止の視点 

立ち上がり時などの転倒防止 

外出時の車いすからの転落を防ぐ 

食事介助時の咽・つまりを防ぐ  

その他、日常生活の支援やヘルパーの腰痛予防 等 

(適宜休憩あり) 

福島県介護福祉士会  

理事 鈴木 慎也 氏 

15:30 閉 会  



８．受 講 料  1名 ２，０００ 円  ※当日受付にてお支払いください。 

 

９．申込手続  別紙「受講申込書」に必要事項を記入のうえ、FAXにて 

令和６年７月 １日（月）ＡＭ８：３０ から 

令和６年７月１１日（木）ＰＭ５：００ までにお申込みください。 

※上記の受付期間外にFAX受信したものについては、申込受付対象外とさせて 

いただきますので、ご了承ください。 

 

10．個人情報  本研修会において受講申込書に記載された個人情報は、運営管理の目的にのみ 

の取扱い  利用させていただきます。なお、本研修会の名簿に所属・役職・氏名を掲載し 

配布します。 

 

11. そ の 他  ・緊急時や当日の欠席は、開催時間までに必ずお電話でご連絡ください。 

・感染症や地震、台風等の影響により中止や延期とする場合がありますので予め 

ご了承ください。なお、中止等の決定は福島県社会福祉協議会ホームページで 

お知らせしますのでご確認ください。 

・介護技術の実習がありますので、動きやすい服装で受講してください。 

・今年度より、修了証書は発行しませんのでご了承ください。生年月日の記載も 

不要です。 

 

 〈福島県社会福祉協議会ホームページ〉 https://www.fukushimakenshakyo.or.jp/ 

                            

 

福島県社会福祉協議会 人材研修部 福祉研修課（担当：沖本） 

〒960-8141 福島市渡利字七社宮１１１番地 

FAX ０２４-５２１-５６６３ TEL ０２４-５２３-１２５９ 

https://www.fukushimakenshakyo.or.jp/

